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（指定の申請） 

第１４条 土地の所有者等は、第３条第１項本文、第４条第３項及び第５条第１項の規定の適用を受けない土地の土壌の特定有害物質に

よる汚染の状況について調査した結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準 

に適合しないと思料するときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該土地の区域について同項又は第１１条第 

１項の規定による指定をすることを申請することができる。この場合において、当該土地に当該申請に係る所有者等以外の所有者等が 

いるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。 

２ 前項の申請をする者は、環境省令で定めるところにより、同項の申請に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査（以 

下この条において「申請に係る調査」という。）の方法及び結果その他環境省令で定める事項を記載した申請書に、環境省令で定め

る 

書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。 

３ 都道府県知事は、第１項の申請があった場合において、申請に係る調査が公正に、かつ、第３条第１項の環境省令で定める方法によ 

り行われたものであると認めるときは、当該申請に係る土地の区域について、第６条第１項又は第１１条第１項の規定による指定を

す 

ることができる。この場合において、当該申請に係る調査は、土壌汚染状況調査とみなす。 

４ 都道府県知事は、第１項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、申請に係る調査に関 

し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該申請に係る土地に立ち入り、当該申請に係る調査の実施状況を検査させる

こ 

とができる。 
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○土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号） 

第５４条 法第１４条第１項の申請は、様式第１１による申請書を提出して行うものとする。 

 

第５５条 法第１４条第２項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

二 申請に係る土地の所在地 

三 申請に係る調査における試料採取等対象物質 

四 申請に係る調査において土壌その他の試料の採取を行った地点及び年月日、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量 

法第１０７条の登録を受けた者の氏名又は名称 

五 申請に係る調査を行った者の氏名又は名称 

 

第５６条 法第１４条第２項の環境省令で定める書類は、次のとおりとする。 

一 申請に係る土地の周辺の地図 

二 申請に係る土地の場所を明らかにした図面 

三 申請者が申請に係る土地の所有者等であることを証する書類 

四 申請に係る土地に申請者以外の所有者等がいる場合にあっては、これらの所有者等全員の当該申請することについての合意を得 

たことを証する書類 
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